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1． 概要 

使用済燃料貯蔵施設では，平常時に発生する放射性廃棄物はない。ただし，搬入した

金属キャスクの表面に汚染が確認された場合等には，除染に使用した水，ウエス，ゴム

手袋等が放射性廃棄物として発生する。 

廃棄物貯蔵室は，これらの使用済燃料貯蔵施設内で発生した液体廃棄物及び固体廃棄

物を保管廃棄するための施設であり，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区域に

設け，廃棄物はドラム缶に封入して保管廃棄する。 

仮想的大規模津波（以下「津波」という。）による使用済燃料貯蔵建屋の損傷に備え，

廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているドラム缶が廃棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への

漂流を防止するため漂流防止対策を講じ，津波による波力を受けても機能維持が可能と

なる検討，評価を行い，その評価方針と評価結果を「添付13－1－1 漂流防止設備の評

価方針」及び「添付13－1－2 漂流防止設備の評価結果」で示している。 

 

1.1 本資料について 

 本資料は，「添付 13－1－1 漂流防止設備の評価方針」及び「添付 13－1－2 漂流防止

設備の評価結果」で示した評価対象部材ごとの評価式，条件について補足し，全ての評

価対象部材の評価結果を示し，その中で，ロープが最も裕度が小さいことを説明する資

料である。 

 現設計の構成部材の評価結果より，ドラム缶（自重 27kg）に保管する内容物の限界

重量は 25kg であり，本資料「5．評価結果」ではドラム缶重量 52kg の評価結果を示す。 

 なお，ドラム缶の内容物量を減らすと，各部材に作用する荷重が小さくなるため裕度

は増加する。 

 内容物量を 15kg とした場合の裕度は 1.1 以上を確保することができる。実際にドラ

ム缶に収納する放射性廃棄物はほとんど発生することはないため，当面は，ドラム缶重

量を 42kg 以下またはドラム缶の内容物量を 15kg 以下に制限し，保管することを保安

規定に定め運用する。 

 

1.2 漂流防止設備の挙動 

 漂流防止設備は，パレットに積載したドラム缶４本を３段積みにした状態をネット

で包み込む構造としており，最下段のパレットにネットを接続し，同パレットに取り付

けるロータリーアイボルトに装着するシャックルを介して，ロープで床面側固定材と

連結する構造とする。 

 津波が襲来した際は，ドラム缶 12 本分の浮力により浮上し，ネットに包まれた鋼製

のパレット３枚も浮上すると同時に津波の下流側に流れる。その後，最下段のパレット

と床面側固定材間に接続したロープが有効長 18m で展張する状態になる。 
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1． 概要 

使用済燃料貯蔵施設では，平常時に発生する放射性廃棄物はない。ただし，搬入した

金属キャスクの表面に汚染が確認された場合等には，除染に使用した水，ウエス，ゴム

手袋等が放射性廃棄物として発生する。 

廃棄物貯蔵室は，これらの使用済燃料貯蔵施設内で発生した液体廃棄物及び固体廃棄

物を保管廃棄するための施設であり，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区域に

設け，廃棄物はドラム缶に封入して保管廃棄する。 

仮想的大規模津波（以下「津波」という。）による使用済燃料貯蔵建屋の損傷に備え，

廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているドラム缶が廃棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への

漂流を防止するため漂流防止対策を講じ，津波による波力を受けても機能維持が可能と

なる検討，評価を行い，その評価方針と評価結果を「添付13－1－1 漂流防止設備の評

価方針」及び「添付13－1－2 漂流防止設備の評価結果」で示している。 

 

1.1 本資料について 

 本資料は，「添付 13－1－1 漂流防止設備の評価方針」及び「添付 13－1－2 漂流防止

設備の評価結果」で示した評価対象部材ごとの評価式，条件について補足し，全ての評

価対象部材の評価結果を示し，その中で，ロープが最も裕度が小さいことを説明する資

料である。 

 現設計の構成部材の評価結果より，ドラム缶（自重 27kg）に保管する内容物の限界

重量は 25kg であり，本資料「5．評価結果」ではドラム缶重量 52kg の評価結果を示す。 

 なお，ドラム缶の内容物量を減らすと，各部材に作用する荷重が小さくなるため裕度

は増加する。 

 内容物量を 15kg とした場合の裕度は 1.1 以上を確保することができる。実際にドラ

ム缶に収納する放射性廃棄物はほとんど発生することはないため，当面は，ドラム缶重

量を 42kg 以下またはドラム缶の内容物量を 15kg 以下に制限し，保管することを保安

規定に定め運用する。 

 

1.2 漂流防止設備の挙動 

 漂流防止設備は，パレットに積載したドラム缶４本を３段積みにした状態をネット

で包み込む構造としており，最下段のパレットにネットを接続し，同パレットに取り付

けるロータリーアイボルトに装着するシャックルを介して，ロープで床面側固定材と

連結する構造とする。 

 津波が襲来した際は，ドラム缶 12 本分の浮力により浮上し，ネットに包まれた鋼製

のパレット３枚も浮上すると同時に津波の下流側に流れる。その後，最下段のパレット

と床面側固定材間に接続したロープが有効長 18m で展張する状態になる。 
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2. 適用規格・基準 

 以下の規格・基準に準拠する。 

 

・日本産業規格 JIS 

・鋼構造塑性設計指針（一社）日本建築学会 2017 改訂 

・鋼構造設計規準‐許容応力度設計法（一社）日本建築学会 2005 改訂 

・各種合成構造設計指針・同解説（一社）日本建築学会 2010 改訂 

・鉄筋コンクリート構造 計算規準・同解説（一社）日本建築学会 2010 改訂 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012 年版）<第Ⅰ編 軽水炉規格> 

 （一社）日本機械学会 

・発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）（一社）日本機械学会 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG 4601・補-1984  

  （一社）日本電気協会 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1991 追補版（一社）日本電気協会 
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3. 漂流防止設備の構造 

 漂流防止設備は，漂流防止材，床面側固定材の構成とする。 

漂流防止材，床面側固定材は以下の要素からなる構造とする。 

 

漂流防止材（ネット，スリング，シャックル，ロータリーアイボルト，ロープ） 

床面側固定材（フレノ・リンクボルト，アンカープレート） 

その他（パレット） 

 

また，床面側固定材をコンクリートの基礎部でアンカーボルトにて固定する構造と

する。 

漂流防止設備の外形図を第 3-1 図に，漂流防止設備の構成要素を第 3-1 表に，積載

部模式図を第 3-2 図に，漂流防止設備の最下段のパレット及びアンカー部の構成を第

3-3 図に示す。 
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第 3-1 図 漂流防止設備の外形図 

 

 

 

 

 

積載部１箇所当たり 

・ドラム缶 12本 

・パレット３台 

積載部１箇所当たり 

・ドラム缶４本 

・パレット１台 
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第 3-1 表 漂流防止設備の構成要素 

 

構成要素名称 模式図 用途 

漂
流
防
止
材 

ネット 

 

ドラム缶及びパレットをネッ

トで被覆し，ロープ，スリング，

シャックル，ロータリーアイボ

ルトを用いて，フレノ・リンク

ボルトに接続することで，ドラ

ム缶及びパレットの漂流を防

止する。 

ロープ  

スリング 

 

シャックル 

 

ロータリー 

アイボルト 

 

床
面
側
固
定
材 

フレノ・リンク 

ボルト 

 

アンカープレートに溶接し，ロ

ープと接続する。 

アンカープレート 

 

基礎部に取り付け，基礎部と漂

流防止材と接続する。 
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構成要素名称 模式図 用途 

基
礎
部 

接着系 

アンカーボルト 

 

アンカープレートと基礎部を

定着させる。 

コンクリート 

 

漂流防止材と連結し，コンクリ

ートの重量によって，ドラム缶

及びパレットの漂流を防止す

る。 

そ
の
他 

パレット 

 

ドラム缶を積載する。（漂流防

止機能に直接影響しないため

強度評価は実施しない） 
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第 3-2 図 積載部模式図 

 3.1 各部材の取り付け 

・最下段のパレットの四辺と四隅に取付けた８個のロータリーアイボルトに，シャックル

A とシャックル B を取付ける。 

・四隅のシャックル Aには別途シャックル Cを取付ける。 

・シャックル C にロープを取付け，ロープの反対側はアンカー部（床面側固定材）のフレ

ノ・リンクボルトに接続する。（第 3-3 図参照） 

・シャックル Aとシャックル Bの中にスリングを通して 1周させ，スリング端部はシャッ

クル Dで結合する。 

・ネットの四隅をパレット四隅のシャックル A に取付け，ネットの各辺の中心をシャック

ル Bに取付ける。 

・ネットの隙間からのドラム缶抜け落ち防止のために，スリングにシャックル Eを１辺当

たり 10 個取り付け，４辺で 40個取り付ける。 

・ネットの残りの部分をシャックル Eに固定する。 

・スリング端部はシャックルで結合する。  緑 ：ネット 

 赤 ：スリング 

 青 ：シャックル 

 黄 ：ロータリーアイボルト 

 紫 ：ロープ 

シャックル B 

シャックル E 

シャックル D シャックル C 

シャックル A 
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最下段のパレット及びアンカー部の構成を第 3-3 図に示す。 

 

 

 

 

【積載部 1箇所当たりの部材の数】 

・ロータリーアイボルト：８個 

・シャックル：53 個 

（シャックル A：４個） 

（シャックル B：４個） 

（シャックル C：４個） 

（シャックル D：１個） 

（シャックル E：40 個） 

・スリング：１本 

・ロープ：12本 

（アンカー４箇所に３本ずつ連結） 

 ・ネット：３枚 

【アンカー１箇所当たりの部材の数】 

・フレノ・リンクボルト：１個 

（アンカープレートに溶接） 

・アンカープレート：１枚 

・アンカーボルト 

中央部：12 本 

壁側 ：８本 

（第 3-2 図参照） 

第 3-3 図 最下段のパレット及びアンカー部の構成 
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4. 漂流防止設備の維持評価 

4.1 計算条件 

4.1.1 計算条件 

評価条件を以下に示す。 

 

(1) 津波条件 

   ａ. 水深 

    津波の高さは T.P.＋23ｍの津波であり，貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸

水深となる。 

 

   ｂ. 津波の流速 

 津波の流速は「添付 6-1-2 仮想的大規模津波の設定」の「第 2－3図 仮想的大

規模津波と等価なモデルにおける貯蔵建屋周りの水位及び流速の分布」のうち貯

蔵建屋周りの最大流速の 10 m/s とする。 

 

(2) 波力を受ける部材 

 ドラム缶及びパレットが受ける波力により評価を行う。 

 

(3) 波力を受ける方向 

 廃棄物貯蔵室の北側の壁がない前提で，北側または南側のどちらか一方向から

波力を受ける条件で評価を行い，保守的に，津波上流側となる漂流防止材のみで荷

重を受け持つこととする。（下流側となるアンカー部に接続されたロープは展張し

ない。） 

 

(4) 浮力 

 ドラム缶は浮力により水面に浮上する条件とする。 

 

(5) ドラム缶の重量 

 ドラム缶の重量は，ドラム缶自重に実運用上想定される内容物量を足した条件

で評価を行う。 

 

(6) ドラム缶及びパレットの数量 

 最も厳しい条件として，ネット内に含まれるドラム缶 12本とパレット３枚に作

用する荷重を設計荷重とする。 
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4.1.2 記号の説明 

算出に用いる記号の説明を以下に示す。 

 

 

記号 記号の説明 単位 

 津波の流速 m/s ݒ

 海水密度 kg/m3 ߩ

ோܯ
  ドラム缶の重量（内容物を含む） kg 

ோܦ
  ドラム缶の直径 m 

ோܪ
  ドラム缶の高さ m 

 ドラム缶の表面積 m2 ܣ

ܸ ドラム缶の水面下の体積 m3 

ܵ ドラム缶の水面下平面部の面積 m2 

 ドラム缶平面部全体に作用する荷重 N ′ܨ

 － 抗力係数 ܥ

ܵ′ ドラム缶平面部と水面下平面部の面積比 － 

ோܨ
  ドラム缶 1本に作用する荷重 N 

ܹ
  パレットの幅 m 

ܪ
  パレットの高さ m 

 パレットの見付面積 m2 ݏ

ܨ
  パレット 1台に作用する荷重 N 

 ドラム缶及びパレット全体の静的荷重 N ܨ

  ドラム缶及びパレット全体の動的荷重 Nܨ

݉ 積載部 1箇所当たりの総質量 kg 

 ோ ロープの変位 mݔ

݇ ロープの等価剛性 N/m 

ோܧ
  ロープの弾性係数 MPa 

ோܣ
  ロープの断面積 mm2 

ோܮ
  ロープの長さ m 

ܲ 設計荷重 N 

 

 

 

 

 

第 4.1.2-1 表 設計荷重の算出に用いる記号 
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記号 記号の説明 単位 

ܲ ドラム缶及びパレットに作用する設計荷重 N 

ܲே
  ネット全体に作用する荷重 N 

்ܲ
  荷重点側の網糸 1本当たりに作用する荷重 N 

்ܲ
  シャックル側の網糸 1本当たりに作用する荷重 N 

ܲே
  連結材に作用する荷重 N 

ܲோ
  ロープ 1本当たりに作用する荷重 N 

ܲௌ
  スリングに作用する荷重 N 

ܲௌு
  ロープに接続されるシャックルに作用する荷重 N 

ܲௌு
  スリング結合用のシャックルに作用する荷重 N 

ܲா
  ロータリーアイボルトに作用する荷重 N 

ேܮ
  連結材の長さ mm 

ேܮ
  ネットの長さ mm 

ாܮ
  ロータリーアイボルト中心点間の距離 mm 

ிܮ
  フレノ・リンクボルト中心点間のݕ方向距離 mm 

ݐ
  アンカープレート板厚 mm 

ℎ 
アンカープレート板厚芯から 

フレノ・リンクボルト中心までの高さ 
mm 

 ଵ フレノ・リンクボルト中心から荷重点までの高さ mmܪ

ᇱܮ
ே

  
ロータリーアイボルト中心と 

フレノ・リンクボルト中心点間線分の距離 
mm 

ᇱᇱܮ
ே

  連結材のݕݔ平面投影長さ mm 

 ଶܪ
フレノ・リンクボルトから 

ロータリーアイボルト中心までの高さ 
mm 

ேߠ
  ネットとݕݔ平面のなす角度 deg 

ேߠ
  連結材のなす角度 deg 

 平面のなす角度 degݕݔ 連結材とߠ

 軸のなす角度 degݔ平面投影線とݕݔு 連結材のߠ

 

 

 

 

 

第 4.1.2-2 表 漂流防止材の強度評価に用いる記号 
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記号 記号の説明 単位 

ܲே
  連結材に作用する荷重 N 

ܲி
  フレノ・リンクボルトに作用する荷重 N 

ܲி
 

௫ フレノ・リンクボルトに作用するݔ方向の荷重 N 

ܲி
 

௬ フレノ・リンクボルトに作用するݕ方向の荷重 N 

ܲி
 

௭ フレノ・リンクボルトに作用するݖ方向の荷重 N 

 平面のなす角度 degݕݔ ロープとߠ

 軸のなす角度 degݔ平面投影線とݕݔு ロープのߠ

ℎ 
アンカープレート板厚芯から 

フレノ・リンクボルト中心までの高さ 
mm 

௫ ܲிܯ
 

௫によるݕ軸回りのモーメント N∙mm 

௬ ܲிܯ
 

௬によるݔ軸回りのモーメント N∙mm 

 アンカープレートに作用する曲げモーメント N∙mm ܯ

Q アンカープレートに作用するせん断力 N 

ܼ アンカープレートの塑性断面係数 mm3 

ܼ 溶接部の断面係数 mm3 

  アンカープレートの全塑性モーメント N∙mmܯ

ܳ アンカープレートの許容せん断力 N 

 フレノ・リンクボルト溶接部に作用する引張応力 MPa ߪ

߬ フレノ・リンクボルト溶接部に作用するせん断応力 MPa 

௧݂ 許容引張応力 MPa 

௦݂ 許容せん断応力 MPa 

 アンカープレートのボルト芯間の距離 mm ܮ

 アンカープレートの幅 mm ܤ

ݐ
  アンカープレートの厚さ mm 

௪ܮ
  脚長 mm 

ܽ௪
  のど厚 mm 

ிܦ
  フレノ・リンクボルトの外径 mm 

௪ܮ
  溶接部の有効長さ mm 

௪ܣ
  溶接部の有効面積 mm2 

௬ߪ
  

アンカープレートの降伏応力度で， 

基準強度値 ܨ
 を 1.1 倍した値 

MPa 

ܨ
  アンカープレートの材料の基準強度 MPa 

第 4.1.2-3 表 床面側固定材の強度評価に用いる記号 
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記号 記号の説明 単位 

ܣ
  アンカープレートの断面積 mm2 

 ܨ
フレノ・リンクボルト溶接部母材（アンカープレート）の 

材料の基準強度 
MPa 

ܵ௬ アンカープレートの設計降伏点 MPa 

ܵ௨ アンカープレートの設計引張強さ MPa 
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記号 記号の説明 単位 

ܲி
 

௫ フレノ・リンクボルトに作用するݔ方向の荷重 N 

ܲி
 

௬ フレノ・リンクボルトに作用するݕ方向の荷重 N 

ܲி
 

௭ フレノ・リンクボルトに作用するݖ方向の荷重 N 

T 接着系アンカーボルトに作用する引張力 N 

ܶ ݖ方向荷重により接着系アンカーボルトに作用する引張力 N 

ுܶ௫(௬) (ݕ)ݔ方向荷重により接着系アンカーボルトに作用する引張力 N 

Q 接着系アンカーボルトに作用するせん断力 N 

ܲଵ 接着系アンカーボルトの降伏により決定される許容引張力 N 

ܲଷ 接着系アンカーボルトの付着力により決定される許容引張力 N 

ܲ 接着系アンカーボルトの短期許容引張力 N 

ܳଵ 
接着系アンカーボルトのせん断強度により決定される 

許容せん断力 
N 

ܳଶ 
定着したコンクリート躯体の支圧強度により決定される 

許容せん断力 
N 

ܳଷ 
定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決定される

許容せん断力 
N 

ܳ 接着系アンカーボルトの許容せん断力 N 

 アンカープレートのボルト芯間の距離 mm ܮ

݊ 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 本 

݊′ 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 本 

߶ଵ, ߶ଶ, ߶ଷ 低減係数 － 

௦ߪ
  接着系アンカーボルトの引張強度 MPa 

௬௦ߪ
  接着系アンカーの規格降伏点強度 MPa 

ܵ௬ アンカーボルトの材料の設計降伏点 MPa 

ܵ௨ アンカーボルトの材料の設計引張強さ MPa 

ܽ௦
  

接着系アンカーボルトの断面積 

軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方とする。 
mm2 

߬ 接着系アンカーボルトの引張力に対する付着強度 MPa 

,ଵߙ ,ଶߙ  － ଷ 付着強度の低減係数ߙ

ܿଵ, ܿଶ, ܿଷ へりあき寸法，又は，アンカーボルトピッチܮの 1/2 mm 

݈ 接着系アンカーボルトの強度算定用埋込み長さ mm 

݈ 接着系アンカーボルトの有効埋込み長さ mm 

第 4.1.2-4 表 基礎部の強度評価に用いる記号 
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記号 記号の説明 単位 

݈ 接着系アンカーボルトの埋込み深さ mm 

݀ 接着系アンカーボルトの呼び径 mm 

߬௩ 接着系アンカーボルトの基本平均付着強度 MPa 

௦ߪ
  接着系アンカーボルトのせん断強度 MPa 

ߪ
  コンクリートの支圧強度 MPa 

௧ߪ
  コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度 MPa 

  コンクリートのヤング率 MPaܧ

  コンクリートの設計基準強度 MPaܨ

 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 kN/m3 ߛ

  せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積 mm2ܣ

c へりあき寸法 mm 

ܲଵ コーン状破壊により決定されるコンクリートの許容引張荷重 N 

ܲଶ 支圧破壊により決定されるコンクリートの許容引張荷重 N 

ܲ コンクリートの許容引張力 N 

ܳଵ 
アンカーボルト周辺の圧壊により決定されるコンクリートの

許容せん断力 
N 

ܳଶ 
へり側のコーン状破壊により決定されるコンクリートの許容

せん断力 
N 

ܳ コンクリートの許容せん断力 N 

,ଵܭ  － ଶ コンクリートの引張耐力の低減係数ܭ

,ଷܭ  － ସ コンクリートのせん断耐力の低減係数ܭ

  引張荷重によるコーン状破壊面の有効投影面積 cm2ܣ

 － 支圧面積と有効投影面積から定まる係数 ߙ

  支圧面積 cm2ܣ

  アンカーボルトの谷径断面積 cm2ܣ

ܣ
ᇱ  せん断荷重によるコーン状破壊面の有効投影面積 cm2 
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4.1.3 数値の丸め方 

数値は原則として安全側に丸めて使用する。 

また，規格，基準等により決まる数値については丸めず，規格，基準等を内挿して使

用する場合は，原則として安全側に処理する。 

ただし，計算途中の数値については，計算機の保有の数値を使用する。 

表示する数値の丸め方を第 4.1.3-1 表に示す。 

 

第 4.1.3-1 表 表示する数値の丸め方 

数値の種類 単位 処理桁 処理方法 表示桁 

面積 mm2 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁 

断面係数 mm3 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁 

モーメント N・mm 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁 

力 N 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁 

算出応力 N/mm2 小数点以下第 1位 切り上げ 整数位 

許容応力 N/mm2 小数点以下第 1位 切り捨て 整数位 
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4.2 評価方針 

漂流防止設備の強度評価は，漂流防止設備を構成している要素を評価対象部位とし，

津波の波力によってドラム缶及びパレットに発生する設計荷重が，評価対象部材に作用

する荷重及び応力等が部材の許容限界に収まることを評価する。 

 

漂流防止設備の強度評価フローを第 4.2-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-1 図 漂流防止設備の強度評価フロー 

 

津波の波力 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組み合わせの選定 

設定する許容限界との比較 

漂流防止設備の各構成要素に作用する荷重及び応力計算 

ネットに作用する荷重の算出 

ロープに作用する荷重の算出 

スリングに作用する荷重の算出 

各シャックルに作用する荷重の算出 

ロータリーアイボルトに作用する荷重の算出 

 床面側固定材に作用する荷重の算出 

ドラム缶，パレットに発生する荷重の算出 

基礎部に作用する荷重の算出 
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4.3 設計荷重 

津波の波力により，ドラム缶及びパレットに発生する荷重を検討し，漂流防止材及び

基礎部に作用する荷重を算出する。漂流防止設備の作動時の模式図を第 4.3-1 図に示す。 

ドラム缶及びパレットが波力を受けると，ドラム缶及びパレットが移動を開始する。

ネット→ロープの順で展張した後，第 4.3-1 図に示すように，各部材が直線に並び，漂

流防止設備によりドラム缶及びパレットが停止して，漂流防止状態を維持する。この際，

津波の波力によりドラム缶及びパレットに荷重が発生し，ネット，スリング，シャック

ル，ロータリーアイボルト，ロープ，フレノ・リンクボルトのそれぞれに荷重が作用す

る。また，それらの部材を介して，基礎部に津波荷重の反力が作用する。 

この状態において，「4.1.1 計算条件」に示す条件の下，漂流防止設備の各部材に発

生する荷重，応力を算出し，強度評価を行う。 
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第 4.3-1 図 漂流防止設備の作動時の模式図 

フレノ・リンクボルト中心 

アンカープレート 

角部にてシャックル及び 

ロータリーアイボルトにより接続 

ネット 

漂流物 

ロープ 

（未展張） 

パレット 

流速[ݏ/݉] ݒ 

基礎部上流側 

フレノ・リンクボルト中心 

水面 

ネット 

ロープ 
（未展張） 

漂流物 

下流側 

津波の方向 

ロータリーアイボルト中心 

上流側 

下流側 

フレノ・リンクボルト 

アンカープレート 

アンカーボルト 

ロープ 
（展張） 

 
ロープ 

（展張） 

スリング 

ネット 

シャックル 

ロータリーアイボルト 

ロープ 
（未展張） 
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水面 水面下 

水面下の体積から算出した海水重量と 
ドラム缶の重量が釣り合う。 

流れの方向 

4.4 ドラム缶及びパレットに発生する荷重 

4.4.1 静的荷重 

(1) ドラム缶 

     ドラム缶は浮上するため，浮遊時の姿勢については，横倒しになっていると

考えられる。そのため，平面部で津波の波力を受けるものとする。 

     内容物を含むドラム缶の重量を ோܯ
  [݇݃]とすると，その重量と釣り合う体積分

が水面下に存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ドラム缶の径 ோܦ
 ，ドラム缶の高さ ோܪ

 ，海水密度ߩとすると，浮力と釣り合うた

めに必要な体積ܸは， 

 ܸ = ோܯ
⁄ߩ   [݉ଷ]  …(ⅰ) 

 

     (ⅰ)から，水面下のドラム缶平面部の面積ܵは 

 ܵ = ܸ ோܪ
 ⁄   [݉ଶ] 

 

     ドラム缶平面部全体に発生する荷重ܨ′は， 

ᇱܨ = 1 2⁄ ∙ ߩ ∙ ଶݒ ∙ ܣ ∙  (ⅱ)… [ܰ] ܥ

 

  密度 [݇݃/݉ଷ]：ߩ

 [ݏ/݉] 津波の流速：ݒ

 ドラム缶平面部の面積 [݉ଶ]：ܣ

 [−]抗力係数：ܥ

 

     (ⅱ)式から，発生荷重は面積に比例するので，面積比によって荷重を算出するこ

とができる。面積比をܵ′とすると， 

 ܵᇱ = ܵ ሼ( ோܦ
 2⁄ )ଶ ∙ ⁄ሽߨ  

 

     よって，ドラム缶 1本に発生する荷重 ோܨ
 は， 

ோܨ 
 = ᇱܨ × ܵᇱ [ܰ]  
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    (2) パレット 

     パレットの側面で津波の波力を受けたときの荷重を算出する。保守的に開口部

が存在しない面にて荷重を受けるものとする。 

 

     パレットの幅を ܹ
  [݉݉]，高さを ܪ

  [݉݉]とすると，見付面積ݏは， 

ݏ  = ܹ
 × ܪ

  [݉ଶ] 

 

     よって，パレット 1台に発生する荷重 ܨ
 は， 

ܨ 
 = 1 2⁄ ∙ ߩ ∙ ଶݒ ∙ ݏ ∙  [ܰ] ܥ

 

   (3)  ドラム缶及びパレット全体の静的荷重 

     一つのネット内に，ドラム缶 12本・パレット３台が設置されている。 

     よって，ドラム缶及びパレット全体の静的荷重ܨは 

ܨ  = ோܨ
 × 12 + ܨ

 × 3 [ܰ] 
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4.4.2 動的荷重 

 津波の波力によってドラム缶及びパレットが移動する際，ロープが完全に展張する

と急制動により停止し，漂流防止材には制動荷重の反力として動的荷重が作用する。制

動荷重はドラム缶及びパレットが有していた速度[ݏ/݉] ݒが 0（=停止）になったとし，

ドラム缶及びパレットが損失した運動量と力積の関係によって算出することができ，

動的荷重も制動荷重の反力であるから同様に算出できる。 

 ドラム缶及びパレットが停止したときには，ロープを弾性体として，弾性的な荷重が

作用するモデルにて評価し，ドラム缶及びパレットが損失した運動量による制動荷重

の反力が，動的荷重として作用すると考え，以下の手順によって動的荷重を算出する。 

 積載部１箇所当たりのドラム缶，パレット及び漂流防止材の総重量を݉ [݇݃]とする

と，運動量は݉ݒである。漂流防止設備が作動し始めて∆ݐの間に停止したとすると，動

的荷重ܨと運動量の関係は，(ⅲ)式に示すとおりとなる。 

 ݐ݀(ݐ)ܨ = ݉ ∙ ݒ
∆௧


    …(ⅲ) 

 

ロープの等価剛性を݇として，ロープに張力が作用し，ドラム缶及びパレットの速度が

0になったとすると，振幅ܤとして，ロープの変位ݔோは，(ⅳ)式で表される。 

ோݔ = ܤ ∙ ݊݅ݏ ቆට 


∙  ቇ   …(ⅳ)ݐ

 

݇ = ோܧ
 ∙

ೃು
 

ೃು
  ：ロープの等価剛性 [ܰ/ｍ] 

ோܧ
 ：ロープの弾性係数 [ܽܲܯ] 

ோܣ
 ：ロープの断面積 [݉݉ଶ] 

ோܮ
 ：ロープの長さ [݉] 

 

また，フックの法則によりロープに作用する動的荷重ܨは，(ⅴ)式となる。 

(ݐ)ܨ = ݇ ∙ ோݔ = ݇ ∙ ܤ ݊݅ݏ ቆට 


∙  ቇ  …(ⅴ)ݐ

 

(ⅴ)式を(ⅲ)式に代入して積分し，初期条件を考慮して，振幅について解くと(ⅵ)式

となる。 

初期条件：ݐ = 0のときドラム缶及びパレットの速度*=ݐ，ݒ = ݒのときݐ∆ = 0 

*：保守的にドラム缶及びパレットは初期時点から津波の水流と同じ流速とする。 

ܤ = ݒ ∙ ට



    …(ⅵ) 
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また，動的荷重ܨは，(ⅴ)式の正弦関数が 1 のときに最大値（＝݇ ∙ となり，連結（ܤ

材の変位も最大となる。よって動的荷重ܨは， 

ܨ = ݇ ∙ ݒ ∙ ට
݉
݇
 

 

 

4.4.3 設計荷重 

ドラム缶及びパレットに発生する静的荷重ܨ及び動的荷重ܨを足し合わせた荷重を，

設計荷重ܲとする。 

ܲ = ܨ +  ܨ
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4.5 漂流防止設備の各部材に作用する荷重及び応力 

設計荷重ܲによって漂流防止設備の各部材に作用する荷重及び応力を算出する。評価

モデルの概要図を第 4.5-1 図に示す。 

・フレノ・リンクボルト中心からロータリーアイボルト中心間を「連結材」と称す。 

・荷重点を中心にݕ方向対称モデルである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 4.5-1 図 漂流防止材の評価モデルの概要図 

アンカープレート 

ݐ
  

フレノ・リンクボルト中心 ߠ 

ℎ 

フレノ・リンクボルト中心 

アンカープレート 

拡大 

ேߠ
 ଵܪ  

 ுߠ

 ଶܪ

ிܮ
  

ேܮ
  

ᇱܮ
ே

  

ᇱᇱܮ
ே

  

ܲ 

ேܮ
  

 ߠ

ேߠ
  

ロータリーアイボルト中心 

荷重点 

連結材 

ネット 

ாܮ
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4.5.1 漂流防止材 

 (1)  ネットに作用する荷重の算出 

ネット全体に作用する荷重 ܲே
 は，以下の通り算出できる。 

 

ܲே
 =

ܲ
ݏܿ ேߠ

  

 

網糸１本当たりに作用する荷重は，「ܽ. 荷重点側： ்ܲ
 

」と「ܾ. シャックル側：

்ܲ
 

」で異なるが，以下の検討により， ்ܲ
 

 < ்ܲ
 

であるため，シャックル側の評価に

包絡される。従い，評価はシャックル側のみ行うこととする。 

 

ܽ. 荷重点側 

荷重点側の網糸１本当たりに作用する荷重 ்ܲ
 

について，以下のように検討する。 

・ドラム缶の角がネットと接触しても，ドラム缶を包み込むようにネットが変形す

るため，網糸１本に集中荷重としてかかることはない。 

・ドラム缶平面部がネットと接触した状態を考慮し，ドラム缶に作用する荷重をド

ラム缶平面部と接触する網糸で受け持つものとする。 

・網糸に接触するドラム缶は 12 本とする。 

・第 4.5.1－1図に示すように，ⅰ～ⅳの４パターンのドラム缶配列を考慮し，保

守的に，ドラム缶と接触する網糸本数が最も少ない（ⅲ）41 本にて，荷重を受

け持つものとする。 

 

ネットは３重掛けのため，荷重点側の網糸 1本当たりに作用する荷重 ்ܲ
 

は，以下の

通りである。 

்ܲ
 

 =
1
3

∙
1

41
∙ ܲே
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（ⅰ）ドラム缶１列の場合 綱糸本数：75本 

（ⅱ）ドラム缶２列の場合 綱糸本数：48本 

（ⅲ）ドラム缶３列の場合 綱糸本数：41本 

（ⅳ）ドラム缶４列の場合 綱糸本数：43本 

橙線：ドラム缶と接触する網糸 

第 4.5.1－1 図 ドラム缶平面部と接触する綱糸本数 
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ܾ. シャックル側 

シャックル側の網糸１本当たりに作用する荷重 ்ܲ
 

について，以下のように検討する。 

・ネットは，第 4.5.1－2図に示すように，パレット辺中央部のシャックルに接続され

る箇所の間（赤線）の距離が最も短い。 

・従い，この赤線部がネット展張部となるため，パレット辺中央部のシャックルに接続

される網糸が荷重を受ける。 

・パレット辺中央部のシャックル１箇所当たりに，ネットの網目 10マス以上を束ねて

接続する。保守的に 10マスを束ねるとすると，第 4.5.1－3図に示すように，荷重を

受ける網糸本数は１箇所当たり 20本である。 

・保守的に，上流側と下流側の 2箇所のみで荷重を受け持つものとすると，荷重を受け

持つ網糸本数は 40本である。 

 

ネットは 3重掛けのため，シャックル側の網糸 1本当たりに作用する荷重 ்ܲ
 

は，以下

の通りである。 

்ܲ
 

 =
1
3

∙
1

40
∙ ܲே

  

 

 

  

赤線：ネット展張部 

距離が最も短い（幅寸法に相当する） 

下流側 

第 4.5.1－2 図 ネット展張部 

上流側 
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(2) ロープに作用する荷重の算出 

連結材に作用する荷重 ܲே
 は，展張する上流側のみで受け持つとして，ネット全体

に作用する荷重 ܲே
 の分力であり，以下の通り算出できる。 

ܲே
 = ܲே

 ∙
1

ݏ2ܿ ൬
ேߠ

 

2 ൰
 

 

ロープは，アンカー１箇所につき３本接続されているため，ロープ１本当たりに作

用する荷重 ܲோ
 は，以下の通りである。 

ܲோ
 =

1
3

∙ ܲே
  

 

 

ネット及びロープに作用する荷重の算出に用いる条件を第 4.5.1－1表に示す。 

 

 

記号 定義 単位 

ܲ 漂流物に作用する設計荷重 N 

ேܮ
  連結材の長さ mm 

ேܮ
  ネットの長さ mm 

ாܮ
  ロータリーアイボルト中心点間の距離 mm 

ிܮ
  フレノ・リンクボルト中心点間のݕ方向距離 mm 

ݐ
  アンカープレート板厚 mm 

第 4.5.1－3 図 10 マス分の網糸本

１マス当たり網糸 2本のため，10マス分は 20 本である。 

10 マス 

第 4.5.1－1 表 ネット及びロープに作用する荷重の算出に用いる条件
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記号 定義 単位 

ℎ 

アンカープレート板厚芯から 

フレノ・リンクボルト中心までの高さ： 

ℎ = 22.5 +
ݐ

 

2
 

フレノ・リンクボルト中心高さ22.5 

mm 

 ଵܪ

フレノ・リンクボルト中心から荷重点までの高さ： 

ଵܪ = 7000 − ൬ℎ +
ݐ

 

2
൰    水面高さ 7000 

mm 

 ଶܪ

フレノ・リンクボルトから 

ロータリーアイボルト中心までの高さ: 

ଶܪ = ᇱܮ
ே

 ∙ ݊݅ݏ ேߠ
  

mm 

ᇱܮ
ே

  

ロータリーアイボルト中心と 

フレノ・リンクボルト中心点間線分の距離： 

ᇱܮ
ே

 = ඨ ேܮ
 ଶ − ൬

ிܮ
 

2
− ாܮ

 ൰
ଶ

 

mm 

ᇱᇱܮ
ே

  
連結材のݕݔ平面投影長さ： 

ᇱᇱܮ
ே

 = ேܮ
 ∙  ߠݏܿ

mm 

ேߠ
  

ネットとݕݔ平面のなす角度： 

ேߠ
 = ଵି݊݅ݏ ቆ

ଵܪ

ᇱܮ
ே

 + ேܮ
 ቇ 

deg 

ேߠ
  

連結材のなす角度： 

ߠ = ଵିݏ2ܿ
ே

 ቆ
ᇱܮ

ே
 

ேܮ
 ቇ 

deg 

 ߠ

連結材とݕݔ平面のなす角度： 

ߠ = ଵି݊݅ݏ ቆ
ଶܪ

ேܮ
 ቇ 

deg 

 ுߠ

連結材のݕݔ平面投影線とݔ軸のなす角度： 

ுߠ = ଵି݊݅ݏ ቌ

ிܮ
 

2 − ாܮ
 

ᇱᇱܮ
ே

 ቍ 
deg 
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(3) スリングに作用する荷重の算出 

スリングは，ネット全体に作用する荷重 ܲே
 を全て張力として受け持つものとす

る。従い，スリングに作用する荷重 ܲௌ
 は，ネット全体に作用する荷重 ܲே

 と同等で

ある。 

ܲௌ
 = ܲே

  

 

(4) シャックルに作用する荷重の算出 

・ロープに接続されるシャックル（シャックル C） 

シャックル Cは，保守的に，展張するロープに接続される２箇所のみで受け持つも

のとする。従い，シャックル Cに作用する荷重 ܲௌு
 は，連結材に作用する荷重 ܲே

 と同

等である。 

ܲௌு
 = ܲே

  

 

・スリング結合用のシャックル（シャックル D） 

シャックル Dに作用する荷重 ௗܲௌு
 は，スリングに作用する荷重 ܲௌ

 と同等である。 

ௗܲௌு
 = ܲௌ

  

 

(5) ロータリーアイボルトに作用する荷重の算出 

ロータリーアイボルトは，保守的に，シャックルを介して展張するロープに接続さ

れる２箇所のみで受け持つものとする。従い，ロータリーアイボルトに作用する荷重

ܲா
 は，連結材に作用する荷重 ܲே

 と同等である。 

ܲா
 = ܲே
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4.5.2 床面側固定材 

(1) フレノ・リンクボルト 

フレノ・リンクボルトに作用する荷重は，連結材に作用する荷重 ܲே
 と同等である

が，第 4.5.2－1 図に示す中央部のアンカーについては，２列分の漂流防止設備を共

有して固定するため，発生荷重を２倍する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンカー中央部： ܲி
 = ܲே

 × 2 …① 

アンカー壁側 ： ܲி
 = ܲே

  …② 

 

 

以降に示す部材の評価は，フレノ・リンクボルトに作用する荷重を用いて評価する

ため，中央部のアンカーは①，壁側のアンカーは②の荷重値を用いる。 

  

中央部：2 倍 

壁側：1 倍 

第 4.5.2－1 図 各アンカー部の荷重係数 
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(2) アンカープレート 

アンカープレートは，フレノ・リンクボルトを介して荷重を受けるため，フレノ・リ

ンクボルトの角度により，第 5.2.2－2図に示すݔ, ,ݕ 方向にフレノ・リンクボルトに作ݖ

用する荷重 ܲி
 の分力として荷重 ௫ܲ,௬,௭ி

 が作用する。 

アンカープレートに，ݔ, ,ݕ 方向に荷重ݖ ௫ܲ,௬,௭ி
 が作用した場合の，曲げ及びせん断に

対する評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ℎ 

 ܮ3

 ܤ

ݐ
  

௫ܲி
  

ܲி
  

第 4.5.2－2 図 アンカープレートの評価モデルの概要図 
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y 

z ௬ܲி
  

 

௫ܲி
  

 ߠ ுߠ 

x 

z 

x 

y 

ிܲ ܤ ܮ3
 

௫ 

ܲி
 

௬ 

 ܤ

アンカー中央部 

ℎ 

 ܮ2

 ܤ

ݐ
  

௫ܲி
  

ܲி
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x 

y 

ிܲ ܤ ܮ2
 

௫ 

ܲி
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 ܤ
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アンカープレートの評価項目と算出式を第 4.5.2－1 表に示す。 

 

  

評価項目 算出項目 アンカー 算出式 単位 

荷重 

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݔ
 

௫ = ܲி
 ∙ ݏܿ ߠ ∙ ݏܿ  ு Nߠ

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݕ
 

௬ = ܲி
 ∙ ݏܿ ߠ ∙ ݊݅ݏ  ு Nߠ

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݖ
 

௭ = ܲி
 ∙   Nߠ݊݅ݏ

曲げ 

ܲி
 

௫によるݕ軸まわりの

曲げモーメント 
全箇所 ܯ = ௫ܲி

 ∙ ℎ
2

 N∙mm 

ܲி
 

௬によるݔ軸まわりの

曲げモーメント 
全箇所 ܯ = ௬ܲி

 ∙ ℎ
2

 N∙mm 

ܲி
 

௭による(ݕ)ݔ軸まわり 

の曲げモーメント 

中央部 ܯ =
ܲி

 
௭ ∙ ܮ3
4

 N∙mm 

壁側 ܯ =
ܲி

 
௭ ∙ ܮ2
4

 N∙mm 

せん断 

ܲி
 

௫によるせん断力 

中央部 ܳ =
ܯ
ܮ3
2

= ௫ܲி
 ∙ ℎ
ܮ3

 N 

壁側 ܳ =
ܯ
ܮ

= ௫ܲி
 ∙ ℎ
ܮ2

 N 

ܲி
 

௬によるせん断力 

中央部 ܳ =
ܯ
ܮ3
2

= ௬ܲி
 ∙ ℎ
ܮ3

 N 

壁側 ܳ =
ܯ
ܮ

= ௬ܲி
 ∙ ℎ
ܮ2

 N 

ܲி
 

௭によるせん断力 全箇所 ܳ =
ܲி

 
௭

2
 N 

許容 

限界 

塑性断面係数 全箇所 ܼ =
ܤ ∙ ଶݐ


 

4
 mm3 

断面積 全箇所 ܣ
 = ܤ ∙ ݐ

  mm2 

許容モーメント 

（全塑性モーメント） 
全箇所 ܯ = ܼ ∙ ௬ߪ

  N∙mm 

許容せん断力 全箇所 ܳ =
௬ߪ

 

√3
∙ ܣ

  N 

第 4.5.2－1 表 アンカープレートの評価項目と算出式 
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(3) フレノ・リンクボルト溶接部 

フレノ・リンクボルト溶接部に，ݔ, ,ݕ 方向に荷重ݖ ௫ܲ,௬,௭ி
 が作用した場合の，引張及

びせん断に対する評価を行う。 

フレノ・リンクボルト溶接部の評価モデルの概要図を第 4.5.2－3 図に，引張及びせ

ん断に対する有効面積を第 4.5.2－4 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ℎ − ݐ
 

2ൗ  

௫ܲி
  

௭ܲி
  

隅肉溶接 

図 4.5.2－3 フレノ・リンクボルト溶接部の評価モデルの概要図 

x 

z 

x 

y 

隅肉溶接 

௫ܲி
  

 

௬ܲி
  

 

のど厚*1： ܽ௪
 = 0.7 ௪ܮ

  

脚長： ௪ܮ
  

x 

z 

x 

y 

有効長さ*1： 

݈௪
 = ிܦ

 ∙ ߨ − 2 ௪ܮ
  

ிܦ
  

 
有効面積*1： 

௪ܣ
 = ݈௪

 ∙ ܽ௪
  

第 4.5.2－4 図 引張及びせん断に対する有効面積 
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フレノ・リンクボルト溶接部の評価項目と算出式を第 4.5.2－2表に，アンカープレー

ト及びフレノ・リンクボルト溶接部の評価に用いる条件を第 4.5.2－3 表に示す。 

 

 

 

  

評価項目 算出項目 アンカー 算出式 単位 

荷重 

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݔ
 

௫ = ܲி
 ∙ ݏܿ ߠ ∙ ݏܿ  ு Nߠ

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݕ
 

௬ = ܲி
 ∙ ݏܿ ߠ ∙ ݊݅ݏ  ு Nߠ

方向に作用する荷重 全箇所 ܲிݖ
 

௭ = ܲி
 ∙   Nߠ݊݅ݏ

引張 

ܲி
 

௫によるݕ軸まわり

のモーメント 
全箇所 ܯ௫ = ܲி

 
௫ ∙ ൬ℎ −

ݐ
 

2
൰ N∙mm 

ܲி
 

௬によるݔ軸まわり

のモーメント 
全箇所 ܯ௬ = ܲி

 
௬ ∙ ൬ℎ −

ݐ
 

2
൰ N∙mm 

溶接部の断面係数 全箇所 ܼ =
)ሼߨ ܦ + 2 × ܽ௪

 
ி

 )ସ − ிܦ
 ସሽ

32( ܦ + 2 × ܽ௪
 

ி
 )

 mm3 

引張応力 全箇所 ߪ = ௭ܲி
 

௪ܣ
 


+

௫ܯ + ௬ܯ

ܼ
 MPa 

せん断 せん断応力 全箇所 
߬ =

ට ܲி
 

௫
ଶ + ܲி

 
௬

ଶ

௪ܣ
 


 

MPa 

許容 

限界 

許容引張応力 全箇所 ௧݂ =
ܨ

1.5
× 1.5 MPa 

許容せん断応力 全箇所 ௦݂ =
ܨ

1.5 × √3
× 1.5 MPa 

第 4.5.2－2 表 フレノ・リンクボルト溶接部の評価項目と算出式 
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記号 定義 アンカー 単位 

ℎ 

アンカープレート板厚芯から 

フレノ・リンクボルト中心までの高さ： 

ℎ = 22.5 +
ݐ

 

2
 

フレノ・リンクボルト中心高さ22.5 

全箇所 mm 

 アンカーボルト芯間の距離 ܮ
中央部 

mm 
壁側 

 アンカープレートの幅 ܤ
中央部 

mm 
壁側 

ݐ
  アンカープレートの厚さ 全箇所 mm 

௪ܮ
  脚長 全箇所 mm 

ܽ௪
  のど厚： ܽ௪

 = 0.7 × ௪ܮ
  全箇所 mm 

ிܦ
  フレノ・リンクボルトの外径 全箇所 mm 

௪ܮ
  溶接部の有効長さ： ௪ܮ

 = ிܦ
 ∙ ߨ − 2 ௪ܮ

  全箇所 mm 

௪ܣ
  溶接部の有効面積： ௪ܣ

 = ௪ܮ
 ∙ ܽ௪

  全箇所 mm2 

௬ߪ
  

アンカープレートの降伏応力度で， 

基準強度値 ܨ
 を 1.1 倍した値 

全箇所 MPa 

ܨ
  

アンカープレートの材料の基準強度： 

ܨ
 = ݉݅݊൫ܵ௬, 0.7ܵ௨൯ 

全箇所 MPa 

 ܨ
フレノ・リンクボルト溶接部母材（アンカープレート）の

材料の基準強度：ܨ = ݉݅݊൫ܵ௬, 0.7ܵ௨൯ 
全箇所 MPa 

ܵ௬ アンカープレートの材料の設計降伏点 全箇所 MPa 

ܵ௨ アンカープレートの材料の設計引張強さ 全箇所 MPa 

  

第 4.5.2－3 表 アンカープレート及びフレノ・リンクボルト溶接部の評価に用いる条件
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4.5.3 基礎部 

(1) アンカーボルト 

接着系アンカーボルトに生ずる荷重などを算出し，「各種合成構造設計指針・同解析」

に基づき，評価を行う。 

アンカーボルトの評価項目と算出式を第 4.5.3－1表に，アンカーボルトの評価に用

いる条件を第 4.5.3－2表に示す。 

 

 

評価項目 算出項目 アンカー 算出式 単位 

引張 

 方向荷重による引張力ݔ

中央部 ுܶ௫ =
ܲி

 
௫ ∙ ℎ

ܮ3 ∙ ݊ᇱ  N 

壁側 ுܶ௫ =
ܲி

 
௫ ∙ ℎ

ܮ2 ∙ ݊ᇱ  N 

 方向荷重による引張力ݕ

中央部 ுܶ௬ =
ܲி

 
௬ ∙ ℎ

ܮ3 ∙ ݊ᇱ  N 

壁側 ுܶ௬ =
ܲி

 
௬ ∙ ℎ

ܮ2 ∙ ݊ᇱ  N 

方向荷重による引張力 全箇所 ܶݖ =
ܲி

 
௭

݊
 N 

引張力 全箇所 ܶ = ுܶ௫ + ுܶ௬ + ܶ N 

せん断 せん断力 全箇所 
ܳ =

ට ܲி
 

௫
ଶ + ܲி

 
௬

ଶ

݊
 

N 

許容 

限界 

引
張 

降伏により決定される 

許容引張力 
全箇所 ܲଵ = ߶ଵ ∙ ௦ߪ

 ∙ ܽ௦
  N 

付着力により決定される 

許容引張力 
全箇所 ܲଷ = ߶ଷ ∙ ߬ ∙ ߨ ∙ ݀ ∙ ݈ N 

短期許容引張力 全箇所 ܲ = ݉݅݊( ܲଵ, ܲଷ) N 

せ
ん
断 

せん断強度により 

決定される許容せん断力 
全箇所 ܳଵ = ߶ଵ ∙ ௦ߪ

 ∙ ܽ௦
  N 

許容せん断力 全箇所 ܳ = (ܳଵ) N 

引張力とせん断力の組み合わせ 全箇所 
ܶ

ܲ
൨

ଶ

+ 
ܳ
ܳ

൨
ଶ

≦ 1 － 

第 4.5.3－1 表 アンカーボルトの評価項目と算出式 
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記号 定義 アンカー 単位 

ℎ 

アンカープレート板厚芯から 

フレノ・リンクボルト中心までの高さ： 

ℎ = 22.5 +
ݐ

 

2
 

フレノ・リンクボルト中心高さ22.5 

全箇所 mm 

 アンカーボルト芯間の距離 ܮ
中央部 

mm 
壁側 

݊ 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 
中央部 本 

壁側 本 

݊′ 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 
中央部 本 

壁側 本 

߶ଵ 
低減係数 

 

 

 

 

許容応力状態ⅣASにおいては，短期荷重用を用いる。 

 ߶ଵ ߶ଶ ߶ଷ 

長期荷重用 2/3 1/3 1/3 

短期荷重用 1.0 2/3 2/3 

全箇所 － 

߶ଶ 全箇所 － 

߶ଷ 全箇所 － 

௦ߪ
  接着系アンカーボルトの引張強度： ௦ߪ

 = ௬௦ߪ
  全箇所 MPa 

௬௦ߪ
  

接着系アンカーボルトの規格降伏点強度： 

௬௦ߪ
 = ݉݅݊൫ܵ௬, 0.7ܵ௨൯ 

全箇所 MPa 

ܵ௬ アンカーボルトの材料の設計降伏点 全箇所 MPa 

ܵ௨ アンカーボルトの材料の設計引張強さ 全箇所 MPa 

ܽ௦
  

接着系アンカーボルトの断面積 

軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方とする。 
全箇所 mm2 

߬ 
接着系アンカーボルトの引張力に対する 

付着強度：߬ = ଵߙ ∙ ଶߙ ∙ ଷߙ ∙ ߬௩ 

中央部 MPa 

壁側 MPa 

 ଵ~ଷߙ

付着強度の低減係数：ߙ = 0.5 ቀ



ቁ + 0.5 (݊ = 1~3) 

ただし，ቀ



ቁ ≥ 1.0の場合は，ቀ




ቁ = 1.0とする。 

中央部 － 

壁側 － 

第 4.5.3－2 表 アンカーボルトの評価に用いる条件 
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記号 定義 アンカー 単位 

ܿଵ~ଷ 
アンカーボルトピッチの 1/2 

（最も小さい寸法となる 3面までを考慮） 

中央部 mm 

壁側 mm 

݈ 
接着系アンカーボルトの強度算定用埋込み長さ： 

݈ = ݈ − 2݀ 
全箇所 mm 

݈ 接着系アンカーボルトの有効埋込み長さ：݈ = ݈ − ݀ 全箇所 mm 

݈ 接着系アンカーボルトの埋込み深さ 全箇所 mm 

݀ 接着系アンカーボルトの呼び径 全箇所 mm 

߬௩ 
接着系アンカーボルトの基本平均付着強度 

カプセル方式有機系の場合：߬௩ = 10ඥܨ 21⁄  
全箇所 MPa 

௦ߪ
  接着系アンカーボルトのせん断強度： ௦ߪ

 = 0.7 ∙ ௬௦ߪ
  全箇所 MPa 

  コンクリートの設計基準強度 全箇所 MPaܨ

 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 全箇所 kN/m3 ߛ
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(2) コンクリート 

コンクリートはアンカーボルトに作用する荷重を算出し，「原子力発電所耐震設計技

術指針 JEAG 4601－1991 追補版」に基づき，引張及びせん断に対する評価を行う。 

コンクリートの評価項目と算出式を第 4.5.3－3表に，コンクリートの評価に用いる

条件を第 4.5.3－4表に示す。 

 

 

  

評価 

項目 
算出項目 アンカー 算出式 単位 

引張 
アンカーボルト 1本当たりの引

張力 
全箇所 ܶ = ுܶ௫ + ுܶ௬ + ܶ N 

せん

断 

アンカーボルト 1本当たりのせ

ん断力 
全箇所 ܳ =

ඥ ௫ܲ
ଶ + ௬ܲ

ଶ
ி

 
ி

 

݊
 N 

許容 

限界 

引
張 

コーン状破壊により決定さ

れる許容引張力 
全箇所 ܲଵ = ଵܭ ∙ ܣ ∙ ඥܨ × 9.80665 N 

許容引張力 全箇所 ܲ = ( ܲଵ) × 0.8 N 

せ
ん
断 

アンカーボルト周辺の 

圧壊により決定される 

許容せん断力 

全箇所 
ܳଵ = ଷܭ ∙ ܣ0.5 ∙ ඥܧ ∙ ܨ

× 9.80665 
N 

許容せん断力 全箇所 ܳ = (ܳଵ) × 0.8 N 

引張力とせん断力の 

組み合わせ 
全箇所 

ܶ

ܲ
൨

ଶ

+ 
ܳ
ܳ

൨
ଶ

≦ 1 － 

第 4.5.3－3 表 コンクリートの評価項目と算出式 
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記号 定義 アンカー 単位 

 ଵܭ
引張荷重によりコーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

許容応力状態ⅣASとする。 
全箇所 － 

  引張荷重によるコーン状破壊面の有効投影面積ܣ
中央部 

cm2 
壁側 

ܨ： コンクリートの設計基準強度ܨ = 21 ×
10ଶ

9.80665
 全箇所 kgf/cm2 

 ܧ

コンクリートのヤング率： 

ܧ = 3.35 × 10ସ × ߛ) 24⁄ )ଶ × ܨ) 60⁄ )ଵ ଷ⁄ ×
10ଶ

9.80665
 

計算内のܨ値は 21(MPa)を用いる。 

全箇所 kgf/cm2 

 ଷܭ
アンカーボルト周辺が圧壊する場合のせん断耐力の低減係数 

許容応力状態ⅣASとする。 
全箇所 － 

 ܣ
アンカーボルトの谷径断面積： 

ܣ = (13.835/2)ଶ × ߨ × 10ିଶ 
全箇所 cm2 

 

 

第 4.5.3－4 表 コンクリートの評価に用いる条件 
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5. 評価結果 

漂流防止設備が津波荷重を受けたときの健全性を確認する。 

全ての評価対象部位に作用する荷重は許容限界以下であり，漂流防止状態の維持に必要

な強度を有している。 

 

 5.1 設計荷重 

評価用の設計荷重を第 5.1－1表に示す。 

 

 

項目 記号 荷重 (N) 

静的荷重 1.47213 ܨ × 10ହ 

動的荷重 ܨ 3.1317 × 10ସ 

設計荷重 ܲ(= ܨ + ) 1.78530ܨ × 10ହ 

 

 5.2 漂流防止材 

漂流防止材の評価結果を第 5.2－1表示す。 

 

 

部材 
作用荷重 許容限界 

(N) 
裕度 

記号 荷重値 (N) 

(1) ネット（網糸） ்ܲ
 

 1.554 × 10ଷ 2.060 × 10ଷ 1.32 

(2) ロープ ܲோ
  3.1085 × 10ସ 3.1381 × 10ସ 1.00 

(3) スリング ܲௌ
  1.86472 × 10ହ 2.94199 × 10ହ 1.57 

(4) 

シャックル（ロープ接続） ܲௌு
 

 9.3253 × 10ସ 

1.96133 × 10ହ 

2.10 

シャックル（スリング結合） ܲௌு
 

ௗ 1.86472 × 10ହ 1.05 

(5) ロータリーアイボルト ܲா
  9.3253 × 10ସ 9.8066 × 10ସ 1.05 

  

第 5.2－1表 漂流防止材の評価結果 

第 5.1－1表 設計荷重 
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 5.3 床面側固定材 

床面側固定材の評価結果を以下に示す。 

 

(1) フレノ・リンクボルト 

フレノ・リンクボルトの評価結果を第 5.3－1 表に示す。 

 

 

アンカー 
作用荷重 

ܲி
  (N) 

許容限界 

(N) 
裕度 

中央部 1.86506 × 10ହ 

1.96133 × 10ହ 

1.05 

壁側 9.3253 × 10ସ 2.10 

 

(2) アンカープレート 

アンカープレートの評価結果を第 5.3－2 表に示す。 

 

 

アンカー 作用荷重方向 
曲げモーメント 

 (N∙mm) ܯ

許容限界 

  (N∙mm)ܯ
裕度 

中央部 

方向 2.723ݔ × 10 

8.553 × 10 

3.14 

方向 5.300ݕ × 10ସ 161.37 

方向 5.654ݖ × 10 1.51 

壁側 

方向 1.362ݔ × 10 

5.132 × 10 

3.70 

方向 2.650ݕ × 10ସ 193.66 

方向 1.548ݖ × 10 3.31 

アンカー 作用荷重方向 
せん断力 

ܳ (N) 

許容限界 

ܳ (N) 
裕度 

中央部 

方向 1.2965ݔ × 10ସ 

1.234605 × 10 

95.22 

 方向 253 4879.86ݕ

方向 2.6921ݖ × 10ସ 45.86 

壁側 

方向 1.1838ݔ × 10ସ 

7.40763 × 10ହ 

62.57 

 方向 231 3206.76ݕ

方向 1.3461ݖ × 10ସ 55.03 

  

第 5.3－1表 フレノ・リンクボルトの評価結果 

第 5.3－2表 アンカープレートの評価結果 
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(3) フレノ・リンクボルト溶接部 

フレノ・リンクボルト溶接部の評価結果を第 5.3－3 表に示す。 

 

 

アンカー 
引張応力 

 (MPa) ߪ

許容限界 

௧݂ (MPa) 
裕度 

中央部 159 
243 

1.52 

壁側 80 3.03 

アンカー 
せん断応力 

߬ (MPa) 

許容限界 

௦݂ (MPa) 
裕度 

中央部 128 
140 

1.09 

壁側 64 2.18 

 

  

第 5.3－3表 フレノ・リンクボルトの評価結果 
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 5.4 基礎部 

基礎部の評価結果を以下に示す。 

 

(1) アンカーボルト 

アンカーボルトの評価結果を第 5.4－1表に示す。 

 

 

 

(2) コンクリート 

コンクリートの評価結果を第 5.4－2 表に示す。 

 

 

 

 

アンカー 
引張力 

ܶ (N) 

許容限界 

ܲ (N) 
裕度 

  

中央部 7.791 × 10ଷ 1.4442 × 10ସ 1.85  引張力とせん断力 

の組み合わせ 


ܶ

ܲ
൨

ଶ

+ 
ܳ
ܳ

൨
ଶ

≦ 1 

壁側 7.388 × 10ଷ 1.1694 × 10ସ 1.58  

アンカー 
せん断力 

ܳ (N) 

許容限界 

ܳ (N) 
裕度 

 

中央部 1.488 × 10ସ 
2.6705 × 10ସ 

1.79  0.7 

壁側 1.116 × 10ସ 2.39  0.6 

アンカー 
引張力 

ܶ (N) 

許容限界 

ܲ (N) 
裕度 

  

中央部 7.791 × 10ଷ 1.5260 × 10ସ 1.95  引張力とせん断力 

の組み合わせ 


ܶ

ܲ
൨

ଶ

+ 
ܳ
ܳ

൨
ଶ

≦ 1 

壁側 7.388 × 10ଷ 1.2732 × 10ସ 1.72  

アンカー 
せん断力 

ܳ (N) 

許容限界 

ܳ (N) 
裕度 

 

中央部 1.488 × 10ସ 
3.3872 × 10ସ 

2.27  0.5 

壁側 1.116 × 10ସ 3.03  0.5 

第 5.4－1表 アンカーボルトの評価結果 

第 5.4－2表 コンクリートの評価結果 



 

 

 

 

 

 

（回 答） 

 「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第18条第２項「使用済燃料貯蔵施設には、十分

な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。」に従い，事業変更許可申請書では放射性

廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物貯蔵室を記載している。 

 

 設工認申請書の要目表の記載に関しては，設工認申請書 添付書類2 第3.3－3図「適合性確認対象設備の設工認

に記載する設備，箇所の選定」のフロー（参考参照）に従って判断することとしている。具体的には， 

  ａ：燃料貯蔵規則，技術基準規則及び事業許可基準規則で要求されている施設，系統，機器等であること。 

  ｂ：基本的安全機能を担う設備 

  ｃ：ｂを除くその他の安全機能を有する設備，機器のうち金属キャスクに影響する設備，機器 

  ｄ：ｃを除くその他の安全機能を有する設備で機能，性能を達成するために設備，機器の仕様（値，材質等）を

特定する必要がある設備，機器 

に関して，ａとｂ・ｃ・ｄのいずれかを満たす設備を対象としている。そのため，ａとｄを満たす廃棄施設に属する

廃棄物貯蔵室を要目表に記載している。 

  

 それに対し，設工認申請書 第3－1表は，機器・設備が「使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則（技術基準規則）」

のどの条文に該当しているかを示しているものである。 

 技術基準規則 第19条（廃棄施設）では，第１項に「（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）」との記載があ

る。そのため，保管廃棄設備しか有さない当社の使用済燃料貯蔵施設は第19条の適用を受けないため，第3-1表の廃

棄物貯蔵室に対して第19条に〇をつけていない。 

 

以上 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2021年12月20日 

管理表No. 1206-03 改訂00 

項目 コメント内容 

廃棄施設 

第3-1表において、廃棄物貯蔵室に対して第19条に〇が付いていない。一方で、要目表には廃

棄物貯蔵室が記載されている。どのような考え方に基づいてこのような記載としたのか、考え

方を整理すること。 

46



 

23 添付書類 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *1：核防護設備はセキュリティの観点から詳細項目については記載しない。 

 

第 3.3－3 図 適合性確認対象設備の設工認に記載する設備，箇所の選定 

  

区分 グループ① グループ②－1 グループ②－2 グループ③ 

記載 
箇所 

設計仕様 設計仕様 基本設計方針 

主な対

象設備 

（基本的安全機能） 
 
 
 
 
 
・金属キャスク 
・使用済燃料貯蔵 
建屋 

 
 

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち金属キャスク
に影響する設備，機
器） 
 
・受入れ区域天井 

クレーン 
・搬送台車 
・貯蔵架台 
 

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち仕様の特定が
必要） 
 
 
・仮置架台 
・たて起こし架台 
・圧縮空気供給設備 
・計測制御系統施設 
・廃棄施設 
・放射線管理施設 
・電気設備 
・消防用設備  

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち仕様の特定が
不要） 
 
 
・通信連絡設備 
・人の不法な侵入等
防止設備*1 

・安全避難通路等 

 
その他の安全機能を有する
設備，機器のうち金属キャス
クに影響する設備，機器か 

YES 

NO 

NO 

その他の安全機能を有する
設備で機能，性能を達成する
ために設備，機器の仕様（値，
材質等）を特定する必要があ
るか 

燃料貯蔵規則，技術基準規則及び事
業許可基準規則で要求されている
施設，系統，機器等 

 基本的安全機能
を担う設備か 

 
NO 

YES 

YES 
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78230138
テキストをタイプ
（参考）



 

 

 

 

 

 

（回 答） 

 

先行原子力発電所の塗装設計標準では，放射性廃棄物により汚染するおそれのある箇所の塗装について，以下のよ

うに規定している。 

 

 放射性廃棄物として汚染されているもので分解する機器等がある通路等の床・腰壁等にはエポキシ樹脂塗装

を施すこと 

 

リサイクル燃料貯蔵建屋の塗装仕様は，上記の考え方を参考にしている。ここで，使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区

域は，放射性液体廃棄物の発生はないが，万一発生しても，廃水が浸透することによる汚染の拡大を防止するために，

上記の考え方によりエポキシ樹脂系塗料で塗装を施すこととしている。 

 

また，受入れ区域の扉については，鋼材が鉄製であり，鉄部に一般的に使用される耐候性の高い合成樹脂調合ペイ

ントで塗装を施すこととしている。 

 

以上 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月2日 

管理表No. 0209-48 改訂00 

項目 コメント内容 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

・エポキシ樹脂系塗料または合成樹脂調合ペイントの違いについて、それぞれの種類の適用に

係る選定の考え方を説明すること。 
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（回 答） 

 

先行原子力発電所の塗装設計標準では，床面から高さ1.6ｍを塗装する考え方は以下のようである。 

 つまり，人が歩行するとにき肩が当たらない高さに側溝や床勾配高さを加えて1.6ｍとしている。 

 

腰：基準床面より160㎝※以下で巾木部分を除いた部分 

※：人が歩行するときに肩が当たらない高さ（約150㎝）＋側溝の高さ（2.5㎝）＋床勾配（最大5㎝） 

 

リサイクル燃料貯蔵建屋貯蔵区域の床面から高さ1.6mの塗装は，上記の考え方を参考にしている。ただし，使用

済燃料貯蔵建屋の内壁は，巾木（フローリングやカーペット仕上げの床と壁の境目部分に設けるもので，汚れや傷

からの保護や，床と壁の間に隙間ができないようにするための部材）がないため，床面から1.6mの範囲の壁を塗装

している。 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月2日 

管理表No. 0209-49 改訂00 

項目 コメント内容 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

・別添ⅠP33(1.11)及びP26(1.8.2)(PDF40及び33)で貯蔵区域の壁の一部への塗装については、

床面から1.6mの範囲と記載があるが、なぜ1.6mなのか、塗装する高さの考え方を説明するこ

と。 
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（回 答） 

 使用済燃料貯蔵施設では，平常時には液体の放射性廃棄物は発生しない。ただし，搬入した金属キャスク等の表面

に法令に定める管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合は，除染を行い，除染に使用した水や除染液

の液体廃棄物及びウエス等の固体廃棄物が発生し，これらはドラム缶に封入して廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。（放射

性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 別添Ⅰ P2.4-2（PDF66）参照） 

廃水は，ドラム缶に保管廃棄している液体廃棄物がドラム缶より漏れ出たものを想定している。 

以 上 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月9日 

管理表No. 0209-50 改訂00 

項目 コメント内容 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

別添Ⅰ P33(1.11)(PDF40)に記載のある「廃水が浸透し難いエポキシ樹脂系塗料にて塗装する」

の廃水について、具体的に想定されものを説明すること。 
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（回 答） 

申請書別添ⅠP33(PDF40)等に記載の汚染の拡大防止上の塗装範囲に関する記載は，搬入した金属キャスク等の表面

に万が一，基準値を超える放射生物質が検出された場合に備えて，受け入れ区域の壁に汚染が拡がることを防ぎ，除

染を容易にするため，受入れ区域のうち人が触れる恐れのある範囲（床、壁の一部（床面から1.6mの範囲）及び扉）

を塗装範囲としているものである。 

一方，申請書別添ⅠP26(PDF33)等の貯蔵区域の壁の塗装に関する記載は，自主的に塗装しているものであるが，火

災発生の際に塗装材料が燃種とならないように，塗装材料が不燃性材料であることとその範囲を示すために記載して

いる。 

以 上 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年4月1日 

管理表No. 0309-08 改訂00 

項目 コメント内容 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

（コメントNO.0209-50に関連して）申請書別添ⅠP33(PDF40)、添付15P2(PDF2614)等の「使用

済燃料貯蔵建屋のうち、受入れ区域の床、壁の一部（床面から1.6mの範囲）及び扉は、汚染の

除去がしやすいよう、エポキシ樹脂系塗料又は合成樹脂調合ペイントにて塗装する設計とす

る」の記載については、貯蔵区域の壁（床面から1.6m）が塗装範囲に含まれていることが不明

瞭なので、記載を見直すこと（貯蔵区域の壁を塗る記載は、申請書別添ⅠP26(PDF33)、添付書

類1-1ロ(8)-k-18(PDF406)、事業許可添付6-9にある）。 
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（回 答） 

 事業変更許可申請では，固体及び液体廃棄物はドラム缶もしくはステンレス製等の密封容器に封入した後，廃棄物

貯蔵室に保管廃棄することとしている。 

 今回の設工認申請では，固体及び液体廃棄物はドラム缶に封入した後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄することとしてお

り，ステンレス製等の密封容器は申請対象としていない。（別添Ⅰ 2.4 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針

P.I2.4-2（PDF66）参照） 

 ただし，事業変更許可申請書との整合の観点から，廃棄物貯蔵室の仕様に関する記載に関しては，ステンレス製等

の密封容器に関する記載も載せている。（別添Ⅰ 1.11 汚染の拡大防止の基本設計方針P.I1-33（PDF40）等を参照） 

 今後，ドラム缶に収納することが難しい廃棄物が発生した場合には，改めてステンレス製等の密封容器について設

工認申請を行い，認可後に運用する。 

 なお，今回の設工認申請書では廃棄物としてステンレス製等の密封容器は申請対象外のため，添付書類 3 P.5 第

3-1表（PDF613）のステンレス製等の密封容器の記載を添付のとおり修正する。 

以上 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月18日 

管理表No. 

0309-09 

0309-10 

0309-16 

0309-17 

改訂00 

改訂00 

改訂00 

改訂00 

項目 コメント内容 

廃棄施設 

（第－条） 

 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

（0309-09） 

放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針(PDF66)のドラム缶の固縛について、事業許可申請書

添付6-241でいう「ステンレス製等の密封容器を固縛する漂流防止対策を講ずる」の約束が読

めない。説明すること。 

（0309-10） 

「添付13-1 廃棄物貯蔵室に関する説明書」(PDF2521～)において、全体的に貯蔵対象が事業

許可でいう「ドラム缶、ステンレス製等の密封容器」であることが不明瞭。事業許可との整合

及び貯蔵対象の明確化の観点で、何を貯蔵するのか説明すること。 

（別添ⅠP33(PDF40)、添付15P2,3(PDF2614,2615),添付17-4P2(同2670)にはステンレス製等の

密封容器の記載があるので、それも踏まえて明確にすること） 

また、添付13-1P6(PDF2528)に、ドラム缶の仕様はあるがステンレス等の密封容器が分からな

い。ステンレス等の密封容器の仕様について説明すること。記載しないのであればその理由を

説明すること。 

（0309-16） 

事業許可申請書本文P36でステンレス製等の密封容器は「浮上しない」とある。他の関連コ

メント回答においてステンレス製等の密封容器の仕様を説明する際に、浮上しない構造を合わ

せて説明すること。 

（0309-17） 

 ステンレス製等の密封容器について、漂流防止対策とその評価を説明すること（ドラム缶の

評価に含まれるのであれば現状の評価に含めて説明してもよいが、ドラム缶は浮上する想定な

ので、その違いによる影響の有無を少なくとも説明すること） 
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変更前後比較表（第3-1表のうち放射性廃棄物の廃棄施設を抜粋） 

変更前 変更後 備考 

  

 

 

ステンレス製等の密封容

器に関する記載の修正 

添付 
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（回 答） 

 廃棄物貯蔵室の容量は，別添Ⅰ 2.4 放射性廃棄物の廃棄施設（PDF63～）に「200ℓドラム缶100本相当」と記載 

しており，全数ドラム缶で保管廃棄する場合は最大100本である。 

なお，相当とした理由は，事業変更許可申請書の記載「200ℓドラム缶約100本相当」との整合性と，事業変更許可

申請書に記載しているステンレス製等の密封容器を今後使用する場合には，その容器 1 個当たりの容量が 200ℓ ドラ

ム缶何本相当かを計算して廃棄物の容量を管理するためである。 

以上 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月30日 

管理表No. 0309-11 改訂00 

項目 コメント内容 

廃棄施設 

（第－条） 

添付17-4 P2(PDF2670)にある廃棄物貯蔵室の容量「200ℓドラム缶100本相当」について、実

際のところ貯蔵できる最大値は何本なのか説明すること。また、ステンレス製等の容器の場合

は本数が変わるのか説明すること。 
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（回 答） 

 

使用済燃料貯蔵建屋のドレンサンプの位置，側溝，及び埋設配管の位置は以下の通りである。 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月25日 

管理表No. 0309-13 改訂00 

項目 コメント内容 

汚染の拡大防止 

（第20条） 

・結露水の発生や雨水の浸入の際に使うドレンサンプの位置と、各キャスクや側溝の位置から

ドレンサンプまでのルートを、平面図に図示して説明すること。 

【凡例】 

集水溝 

 側 溝 

ドレンサンプ 

埋設配管 
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1 

 

 

 

 

 

 

（回 答） 

 事業変更許可申請書において，廃液槽として次のとおり記載している。 

 

  ヘ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (2) 液体廃棄物の廃棄施設 

   (ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

      廃棄物貯蔵室は，固体廃棄物と併せて200ℓドラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有するものを設

ける。 

 

 この記載の考え方は，申請書の記載要求として，使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（以下「貯蔵規則」という。）

第二条（使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請）に定めがあり，そのため，リサイクル燃料備蓄センターでは，液体

廃棄物をドラム缶に封入後保管廃棄することとし，その最大保管能力の観点から，上記のとおり記載している。 

 実態としては，リサイクル燃料備蓄センターに液体廃棄物を保管廃棄するタンクのような廃液槽と呼称する設備は

なく，液体廃棄物を保管する設備は，固体廃棄物と同様に保管する旨，事業許可申請書に記載し，その保管廃棄方法

については，貯蔵規則第三十五条（事業所において行われる廃棄）第五項ハにおいて，許容されている。 

 

 なお，必要があれば，以下のとおり今後の事業変更許可申請において記載を適正化する。 

 

  ヘ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (2) 液体廃棄物の廃棄施設 

   (ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

      廃液槽を設置しないので該当なし。 

   (ⅵ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

      廃棄物貯蔵室は，固体廃棄物と併せて200ℓドラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有するものを設

ける。 

 

 

以上 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月18日 

管理表No. 0309-15 改訂00 

項目 コメント内容 

廃棄施設 

（第－条） 

事業許可申請書本文P36に廃液槽の最大保管廃棄能力という記載があるが、この廃液槽とは

どこか。説明すること。 
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（回 答） 

 廃棄物貯蔵室では，200Lドラム缶約100本相当を3段積みとし，各段のドラム缶4本をバンドで固定し，横ずれ

防止のストッパーを設けたパレットに乗せることで転倒防止対策を実施する。 

（「添付13-1 廃棄物貯蔵室に関する説明書」 p3 3.施設の詳細設計方針 (2) a. 参照）  

 

 

 原子力発電所では，最上段のみドラム缶4本の外周をバンドで固縛している。 

 当社では，各段のドラム缶4本の外周をバンドで固縛する。 

 また，バンドで固縛したドラム缶はストッパー付きのパレットに積載する。積載するドラム缶が４本に満たない

場合は，空のドラム缶を組み合わせ4本1組とする。（ストッパー付きパレットの画像は以下参照） 

  

 なお，漂流防止設備は，通常状態においてドラム缶及びパレットを固縛するものではないため，転倒防止には寄

与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年2月25日 

管理表No. 0209-75 改訂00 

項目 コメント内容 

津波 

（第8条） 

（廃棄施設） 

（設２－補－００９）原子力施設におけるドラム缶の多段積み保管にあたっては，過去の原子

力発電所における震災経験も踏まえ，転倒防止の強化策が実施されている。当該設備において

説明がないが，対策，考え方について説明のこと。 

又，漂流防止設備は地震時の転倒防止効果も期待できるのか。 

画像出展元：電力中央研究所（研究報告：N10019） 

ストッパー 
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 2月9日コメント回答 

（回 答） 

  2月9日のコメントについて2/25に以下回答済みであるが，その後の検討の結果，回答を見直し改訂する。 

   

改訂0 

2/25回答 

 ドラム缶に保管する内容物量を減らして管理することで裕度を確保する。 

 また，ドラム缶 1 本あたりの重量を限界量以下に設定し，保管することを保安規定に定め運用

する。（設2-補-009  放射性廃棄物の廃棄施設について P1 1.1 参照） 

改訂1  内容物量を15kgとした場合の裕度は1.1以上確保することができる。実際にドラム缶に収納す

るウエスはほとんど発生することはないため，当面は，ドラム缶重量を42kg以下またはドラム缶

の内容物量を15kg以下に制限し，保管することを保安規定に定め運用する。 

 

【添付資料および補足説明資料の記載について】 

 添付13-1-1および添付13-1-2の評価方針および評価結果では，ドラム缶自重27kgと内容物量25kgを合計した

52kgの条件で評価し，漂流防止設備として機能する限界を求めた結果であるため，申請した内容に変更はなく，そ

の計算過程と，すべての評価部材についての評価結果は設2-補-009に示している。 

 

 一方，上記回答の通り，内容物量を15kgとした場合の裕度は1.1以上確保することができるため，実際にドラム

缶に収納するウエスはほとんど発生することはないため，当面は，ドラム缶重量を42kg以下またはドラム缶の内容

物量を15kg以下に制限し，保管することを保安規定に定め運用する。 

 上記を設2-補-009に追記する。 

 

   添付13-1-1 漂流防止設備の評価方針・・・・・・・・・・・変更なし 

添付13-1-2 漂流防止設備の評価結果・・・・・・・・・・・変更なし 

設2-補-009 放射性廃棄物の廃棄施設について・・・・・・・変更あり 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月30日 

管理表No. 0209-76 改訂01 

項目 日付 コメント内容 

津波 

（第8条） 

（廃棄施設） 

2月9日 

（設２－補－００９）P42，P43 漂流防止材の評価結果（２）ロープ，（４）シャ

ックル，（５）ロータリーアイボルト，床面側固定材評価結果の中央部等について

は，裕度が１．００～１．０５とほとんどない。評価条件，評価方法等においてど

の程度裕度が確保されているのか，又，評価結果を満足するために管理すべき事項

は記載されているか，説明のこと。 

3月9日 
（１）ドラム缶に収納する限界量を15kgで運用する件については，限界量を25kg

として保安規定で定めることを関連資料で明確にしておくこと。 

3月9日 

（２）「0209-76 改定00」の中で，漂流防止設備の作用する荷重に対する許容限界

の裕度については，裕度が1.00又は1.05の部材がある事に対して，ドラム缶の内

容量を最大25kgところ，運用にて15kgにして裕度1.10以上を達成するとの説明だ

が，当該運用について，そもそもなぜ1.1以上なら良しとするのか，何か基準等に

基づいた裕度確保に係る事業者の考え方があるのか説明すること。 
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 内容物量を25kgから15kgに減らした際の評価結果（裕度）を以下の比較表に示す。 

 

部材 
裕度 

内容物量25kg  内容物量15kg 

（２）ロープ 1.00 ⇒ 1.10 

（４）シャックル 1.05 ⇒ 1.15 

（５）ロータリーアイボルト 1.05 ⇒ 1.15 

 中央部アンカー フレノリンクボルト  1.05 ⇒ 1.15 

 

  3月9日コメント回答 

 （回 答） 

  （１）  2/9のコメント回答改訂１の内容と同回答。 

 

  （２） 裕度1.1以上とする基準等は特にないが，裕度を1.2以上を確保するとなると，内容物量は6kgまで減ら

した量で制限しなくてはならず，万が一ドラム缶に収納する物品が発生した場合を考慮すると内容物量

15kg以下で運用することが適当であり，その結果の裕度が1.1以上と言うことである。 

 

以上 
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（回 答）  

   ① 漂流防止設備の強度評価は，仮想的大規模津波（T.P.＋23ｍ）が襲来し，廃棄物貯蔵室（T.P.＋16m）

に津波が浸入した場合の評価のため，添付13-1-1 「漂流防止設備の評価方針 4.1.1 計算条件」にて

示す水深７ｍ，１方向定速（10m/s）の津波条件で評価（手計算）をしている。 

  評価に当たっては，廃棄物貯蔵室に設置されているドラム缶が一定の波力で荷重を受ける評価として

おり，漂流防止設備に対して④で説明する動的荷重の評価が最も保守的となる条件としている。 

    

 ② 津波到達により瞬時にすべてのドラム缶はネットに包まれた状態で下流側に流され衝突するが，この

時点ではネットやロープは未展張であり、ドラム缶を包んだネット（以下「ネット」という。）が互い

に衝突する衝撃荷重はネットが広がる方向，ロープが伸びる方向に分散される。 

   

 ③ ドラム缶の浮力によりドラム缶を包んだネットは全て水面に浮上し，下流側に斜め上方に完全展張状

態となるが，１方向定速の津波条件により，全てのネットは同じ姿勢を保ったまま展張状態となること

から，ネットが互いに衝突する現象は考慮していない。 

  

 ④ なお，ロープとネットが完全に伸び切り，移動量が０になったときに発生する荷重（動的荷重）は，漂

流防止設備を構成する各部材に最も大きな荷重が作用するため，最も保守的な評価となり，部材はこの

評価に基づき選定している。 

    

    以上により，②の津波到達時にネットが互いに衝突することによる衝撃荷重はネットが広がる方向，

ロープが伸びる方向に分散され，③の完全展張状態では，１方向定速の津波条件により，全てのネット

は同じ姿勢を保ったまま展張状態となることから，衝撃荷重の評価は不要とする。 

    

 

 以上 
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津波 

（第8条） 

漂流防止設備の作用する荷重の想定において，ドラム缶をネットで纏めたものが互いに衝突し

合うことについて，その荷重が考慮不要の理由を説明すること。 
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